
一般事業主行動計画 
 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 
 

有限会社ヘア・ジング 
（所在地：東京都新宿区高田馬場） 

 

 

１．計画期間 
 

令和8年3月1日 ～ 令和10年2月28日 （ 2年間 ） 

 

 

 

２．内容 
 

○目標１ 

男性従業員の育児休業取得を促進するため、計画期間中に男性の育児休業取得者を 1名以上とする。 

 

＜対策＞ 

・令和8年3月～ 

育児休業制度および出生時育児休業制度について従業員へ周知する。 

 

・令和8年3月～ 

管理者および従業員からの相談に対応する窓口を設置する。 

 

・令和8年3月～ 

育児休業取得予定者との面談を実施し、取得を支援する。 

 

 

○目標２ 

育児期の従業員が働きやすい環境を整備するため、業務体制の見直しを行う。 

 

＜対策＞ 

・令和8年3月～ 

育児休業取得時の業務引継ぎ方法を整理し、店舗運営体制を見直す。 

 

・令和8年3月～ 

シフト調整や予約管理方法を検討し、業務負担の平準化を図る。 

 

・令和8年4月～ 

定期的に運用状況を確認し、必要に応じて改善を行う。 

 

 

 

 

 


